
（平成２４年２月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認福井地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

福井厚生年金 事案 547 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び③の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社のＢ支店（以下

「Ｂ支店」という。）における資格喪失日に係る記録を昭和 39 年３月１

日に、Ｃ社のＤ支店（以下「Ｄ支店」という。）における資格取得日に係

る記録を同年５月 20 日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を１万 4,000

円、申立期間③の標準報酬月額を同年５月及び同年６月は１万 6,000 円、

同年７月及び同年８月は１万 8,000 円、同年９月は１万 6,000 円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主が、申立人に係る申立期間①及び③の厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   また、申立人は、申立期間②において、その主張する標準報酬月額（１

万 6,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いることが認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を１

万 6,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月７日から同年３月１日まで 

             ② 昭和 39年４月１日から同年５月１日まで 

             ③ 昭和 39年５月 20日から同年 10月１日まで 

    私は、昭和 38 年３月から 41 年 11 月までＣ社で継続して勤務してい

たが、申立期間①及び③における厚生年金保険の加入記録が無いので、

年金記録を訂正してほしい。 

    また、申立期間②に係る標準報酬月額が、当時支給されていた給与の

総支給額と比較して低くなっているので、年金記録を訂正してほしい。 



                      

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が保管している給与明細書及び複数の元同

僚の供述から、申立人は、Ｃ社に継続して勤務（Ｂ支店からＢ市Ｅに新設

されたＣ社のＢ本社（以下「Ｂ本社」という。）へ異動）し、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

   なお、異動日については、複数の元同僚が、「Ｂ本社が設立された際、

Ｂ支店は閉鎖され、申立人を含む全従業員がＢ本社に異動した。」旨を回

答していることから判断すると、商業登記簿謄本から確認できるＢ本社の

成立日である昭和 38年 10月 23日と考えられる。 

   一方、オンライン記録を見ると、Ｂ本社が厚生年金保険の適用事業所に

なったのは昭和 39年３月１日であることが確認できる。 

   しかしながら、当該事業所は、「Ｂ本社が厚生年金保険の適用事業所に

なった昭和 39 年３月１日より以前の期間については、Ｂ支店で厚生年金

保険に加入させる取扱いであったと思う。」旨を回答しているほか、38 年

10 月からＢ本社で勤務したと回答している複数の元同僚に係るオンライン

記録を見ると、39 年３月１日より以前の期間については、Ｂ支店で厚生年

金保険に加入していることが確認できることから判断すると、申立人につ

いても同日以前は引き続きＢ支店で被保険者資格を有していたと考えられ、

申立人のＢ支店における資格喪失日を同年３月１日とすることが妥当であ

る。 

   また、申立期間①における標準報酬月額については、当該給与明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額から、１万 4,000 円とすることが

妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

   また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

   申立期間②について、申立人が保管している給与明細書から、申立人は、

申立期間②において、その主張する標準報酬月額（１万 6,000 円）に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが認められ

る。 



                      

  

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

   また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

   申立期間③について、申立人が保管している給与明細書及び複数の元同

僚の供述から、申立人は、当該事業所に継続して勤務（Ｂ本社からＤ支店

へ異動）し、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、申立人が保管している昭和 39 年５月分まで

の給与明細書には、Ｂ本社の給与事務担当者の押印が確認できるため、Ｂ

本社における被保険者資格の喪失日である同年５月 20 日と考えられるこ

とから、申立人のＤ支店における資格取得日を同日とすることが妥当であ

る。 

   また、申立期間③における標準報酬月額については、当該給与明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び申立人のＤ支店に係る健康保

険厚生年金保険被保険者原票の昭和 39 年 10 月の記録から、同年５月及び

同年６月は１万 6,000 円、同年７月及び同年８月は１万 8,000 円、同年９

月は１万 6,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無い

ことから、行ったとは認められない。 



                      

  

福井厚生年金 事案 548 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年５月６日から 50年７月１日まで 

私は、昭和 44 年５月６日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、52 年５月

10 日まで継続して勤務していた。しかし、当該事業所における厚生年金

保険被保険者記録は、50 年７月１日から 52 年５月 11 日までとなってお

り、申立期間について厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から、申立人が申立期間において、Ａ社（現在は、Ｂ

社）で勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、上記複数の同僚は、いずれも「申立期間当時に申立人の給

与から厚生年金保険料が控除されていたかどうかは分からない。」旨を供述

しており、申立期間について、申立人の給与から厚生年金保険料が控除され

ていたことをうかがわせる具体的な供述は得られない。 

また、現在の事業主は、「当時の事業主が既に亡くなっており、申立人に

係る関係書類等も保管していないことから、申立期間当時、社会保険につい

て、どのような取扱いが行われていたかは不明であるものの、当社を個人事

業所から法人組織に変更した時期（法人登記簿上の成立年月日：昭和 50 年

５月 22 日）以降に、それまで未加入となっていた申立人を含む二人の従業

員について、厚生年金保険の加入手続を行ったものと考えられる。なお、厚

生年金保険に加入していない期間の保険料を給与から控除することはあり得

ない。」旨を回答している。 

さらに、申立期間当時、当該事業所において申立人と同一の職種であった

とする同僚は、事業主が同事業所を法人組織とした時期に厚生年金保険の加



                      

  

入手続を行ったと回答している上記同僚について、「私が入社した昭和 42

年以前から当該事業所の従業員として、私や申立人と同じ職種で常時勤務し

ていた。」旨を供述しており、当該供述及び事業主の上記回答を考え合わせ

ると、当時、同事業所では、全ての従業員について、入社の際に厚生年金保

険に加入させる取扱いではなかった状況がうかがわれる。 

加えて、当該事業所に係るオンライン記録を見ると、同事業所が新規に社

会保険の適用事業所となった昭和 40 年６月１日から申立人が被保険者資格

を取得した 50 年７月１日までの間において 21 人が被保険者資格を取得して

いるが、申立人の氏名は確認できない上、資格取得者の健康保険整理番号は

全て連番で付番されており、当該番号に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

福井厚生年金 事案 549 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月１日から同年 12月 15日まで 

② 昭和 32年 10月 11日から 35年 10月 20 日まで                       

私がＡ社で厚生年金保険に加入していた期間について、脱退手当金が支

給済みとなっているが、私は、脱退手当金の制度を知らなかった上、請求

及び受給をした記憶が無いので、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載されているページと

その前後４ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保

険者資格喪失日である昭和 35 年 10 月 20 日の前後２年以内に資格喪失し、

当該事業所において２年以上の被保険者期間を有する者 35 人（申立人を含

む。）について、脱退手当金の支給記録を調査したところ、10人に脱退手当

金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日から１年以内に支給決定されて

いる上、そのうち申立人を含む５人が資格喪失日から６か月以内に支給決定

されていることが確認できるほか、当該事業所の元事務担当者は、「退職時

に脱退手当金の説明を行い、受給を希望する者から申出があれば、会社が代

理で請求を行っていた。」旨を供述していることを踏まえると、申立人につ

いても、その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性を否定で

きない。 

また、申立期間に係る脱退手当金は、昭和 36 年３月３日に支給決定され

ているところ、当時は通算年金制度創設前であり、20年以上の厚生年金保険

被保険者期間がなければ年金は受給できなかったこと、及び申立人は、当該

事業所を結婚のため退職後、再就職する意思は無かった旨を供述しているこ

とを考え合わせると、当時、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さ



                      

  

はうかがえない。 

さらに、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無い上、

申立期間①に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、申立期間①及

び②に係る脱退手当金の支給決定日に近接する昭和 36 年１月 17 日に、脱退

手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を、厚生省（当時）から当

該脱退手当金の裁定庁へ回答したことを示す押印が確認できるなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに

申立期間に係る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

これらの理由及びその他の事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

福井厚生年金 事案 550 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年８月 21日から同年 10月 21日まで 

私は、昭和 62 年８月 21 日から 63 年４月７日までＡ社で勤務し、給与

から厚生年金保険料が控除されていたことを記憶しているので、厚生年金

保険の資格取得日が 62年 10月 21日となっていることに納得いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚等の供述から、申立人が申立期間において、Ａ社に継続して勤務して

いた状況がうかがえる。 

しかし、当時の事業主及び事務担当役員は、「この頃は、従業員を採用し

た場合、ほぼ全員に２か月程度の試用期間を設けており、社会保険及び雇用

保険については、試用期間経過後に加入手続を行い、その後の給与から社会

保険料を控除していた。」旨を回答している。 

また、申立人が厚生年金保険の資格を取得した昭和 62 年 10 月 21 日の前

後２年以内に資格取得している同僚 33 人のうち、当該事業所で資格を取得

する直前に厚生年金保険の加入記録がある 21 人について、オンライン記録

を見ると、うち 15 人に２か月以上の空白期間が存在している状況が確認で

きるところ、複数の同僚は、同事業所において厚生年金保険の資格を取得す

る１か月から５か月前に入社していたと回答しているほか、同事業所Ｂの元

Ｃ長は、「入社時に試用期間が設けられていることを採用時の面接で本人に

説明し、了解を得た上で社長に報告していた。また、試用期間中の給与から

は、税金以外に控除されるものは無かったと思う。」旨を供述していること

などを踏まえると、当時の事業主及び事務担当役員の回答どおりの取扱いが

なされていたものと考えられる。 

さらに、当該事業所に係る雇用保険被保険者記録を見ると、申立人は、昭



                      

  

和 62 年 10 月 21 日に資格を取得し、63 年４月７日に離職していることが確

認でき、このことは、当該事業所における申立人の厚生年金保険被保険者記

録とも一致している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 
 

 


